
平
成
二
十
一
年
二
月
九
日
提
出

質

問

第

一

〇

五

号

ケ
ニ
ア
沖
で
邦
人
が
船
長
を
務
め
る
中
国
船
が
乗
っ
取
ら
れ
た
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

105



ケ
ニ
ア
沖
で
邦
人
が
船
長
を
務
め
る
中
国
船
が
乗
っ
取
ら
れ
た
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
一
月
、
ケ
ニ
ア
沖
で
、
久
貝
豊
和
さ
ん
を
船
長
と
す
る
中
国
の
マ
グ
ロ
漁
船
「
天
裕
八
号
」
が
ソ
マ
リ
ア
の
海
賊
に

乗
っ
取
ら
れ
る
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
が
、
本
年
二
月
八
日
、
外
務
省
は
中
国
外
務
省
よ
り
久
貝

さ
ん
が
解
放
さ
れ
た
と
の
連
絡
を
受
け
た
と
発
表
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

中
国
外
務
省
よ
り
久
貝
さ
ん
解
放
の
連
絡
を
外
務
省
が
受
け
た
の
は
い
つ
か
。
そ
の
日
に
ち
、
時
刻
、
連
絡
の
方
法
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
事
件
」
に
つ
き
政
府
は
、
過
去
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
七
五
号
、
三
二
三
号
）
で
「
政
府
と
し
て
の

本
件
に
対
す
る
体
制
及
び
対
応
、
政
府
が
本
件
に
関
し
保
有
す
る
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
表
す
れ
ば
、
関
係
機
関

に
よ
る
本
件
の
解
決
に
向
け
た
取
組
等
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。
」
と
、

一
切
の
情
報
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
き
た
が
、
久
貝
さ
ん
が
解
放
さ
れ
た
今
、
「
事
件
」
解
決
に
向
け
、
中
国
政

府
へ
の
協
力
等
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
ど
の
様
な
取
組
を
し
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
事
件
」
の
実
行
犯
は
誰
か
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
把
握
し
て
い
る
か
。

四

三
の
実
行
犯
よ
り
、
日
本
側
に
対
し
て
身
代
金
等
、
金
銭
支
払
い
の
要
求
は
あ
っ
た
か
。

一



五

四
で
、
あ
っ
た
の
な
ら
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
そ
の
要
求
に
対
し
ど
の
様
な
対
応
を
し
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

二


